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個人情報の取扱いに関する意見について（答申）  

 

 

 平成２９年１月５日付け府病成第３９２３号で諮問のありました「地域診

療情報連携システム」に係る大阪府個人情報保護条例第８条第４項に規定す

る通信回線により結合された電子計算機を用いた個人情報の実施機関以外

への提供禁止に対する例外事項については、審議の結果、下記事項に留意し

て、個人情報の保護に万全の措置を講じることを前提に、諮問の内容を適当

なものと認めましたので、答申します。 

 

記 

 

１ 患者等の個人情報の電子計算機処理を行うにあたり、これらの情報の漏

えい、滅失及び損傷の防止等適切な管理のため、新たなセキュリティ技術

の導入に努める等必要な措置を講じるなど、ネットワーク技術の進歩も踏

まえ、地域診療情報連携システム（以下「本システム」という。）におけ

る個人情報の安全確保に万全を期すること。 

  

２ 本システムにアクセスできる職員等を必要最小限の者に限定するとと

もに、ＩＤ及びパスワードについては、第三者供与の禁止を徹底し、厳格

に運用すること。 

 

３ 本システムの接続先である地域医療機関におけるセキュリティについ

て、地域医療機関においても、本システムにアクセスできる登録医が必要

最小限の者に限定されることを確保するよう、地域医療機関への周知を徹

底するとともに、地域医療機関に対し、安全確保について万全を期するよ

う注意喚起を十分に行うこと。 

 

４ 本システムの運用に当たっては、実施機関もしくは地域医療機関が患者

本人から同意を取得することを徹底し、本人から同意を得ることが困難な

場合は、法定代理人又は任意後見人から同意を取得することを徹底するこ

と。特に、地域医療機関により閲覧される情報の範囲について、患者又は

当該代理人にわかりやすい説明を徹底すること。 

 

５ 本システムの運用開始に当たり、「大阪府立成人病センターにおける個



人情報の保護に関する規程」等について、実態に即した整備を行い、厳格

に運用すること。 

 

６ 今後、地域医療機関の医師又は歯科医師以外に本システムの利用者を拡

大する場合は、あらかじめ本審議会に諮問すること。 

 

７ 本システムの運用開始前に、上記５の規定整備の状況について、本審議

会への報告を行うこと。また、本システムの運用開始後、おおむね１年後

を目処に、上記３の啓発等の取組みも含め、運用状況について、本審議会

への報告を行うこと。 


